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特定非営利活動法人 リフテ 

  

平成２５年４月２３日 制定 

第１章 総則（第１条-第４条） 

第２章 賃金の計算及び支払（第５条-第１５条） 

第３章 基本給又は年俸の更改（第１６条-第１７条） 

第４章 諸手当（第１８条） 

第５章 月給者の賞与（第１９条-第２２条） 

附 則 

改定 令和 5年 2月 1日 
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第１章 総則 

 

（目的） 

第１条  この規程は、就業規則（以下「規則」という。）第５０条に基づいて、 

     職員の賃金に関する事項を定めたものである。 

 

（適用範囲） 

第２条  この規程は、規則第３条に定める職員に適用する。パートタイマー 

     及び嘱託等就業形態が特殊な勤務に従事する者については適用しな 

     い。 

 

（賃金の構成） 

第３条  賃金の構成は、月給制賃金又は年俸制賃金とする。 

  ２  前項の他、会社は臨時又は特別に手当等を支給することがある。 

 

（賃金の支払形態） 

第４条  賃金の支払形態は、月給制賃金、年俸制賃金毎に次のとおりとする。 

  （１）月給制賃金は、基本給及び諸手当とする。 

  （２）年俸制賃金は、個々の年俸契約を締結することにより決定するもの 

     とし、原則として年俸額を１２等分して毎月１２等分の１を、第５ 

     条の定めにより支払う。 

  ２  前項にかかわらず、会社は必要に応じて個別の契約に基づき別段の 

     形態により賃金を決定することがある。 

 

 

第２章 賃金の計算及び支払 

 

（計算期間及び支払日） 

第５条  賃金は、１日から末日までの分を翌月２５日に支給する。 
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  ２  前項の賃金支払日が金融機関休業日にあたるときは、前営業日に繰 

     り上げて支給する。 

 

（支払原則及び控除） 

第６条  賃金は通貨で、又は銀行振込にて（職員の同意を得て本人の銀行口 

     座に）直接、全額を支払う。 

  ２  前項にかかわらず、次に掲げるものは支払の際に控除する。 

  （１）源泉所得税 

  （２）住民税 

  （３）雇用保険料 

  （４）健康保険料 

  （５）介護保険料 

  （６）厚生年金保険料 

  （７）職員代表との協定で定めたもの 

 

（賃金の日割計算） 

第７条  賃金計算期間の途中において、雇い入れ又は退職した場合の賃金は 

     次の計算により支給する。 

  （１）月給制賃金 

 

    日割計算の額＝           × 

 

  （２）年俸制賃金 

 

    日割計算の額＝                × 

 

（欠勤・遅刻等） 

第８条  欠勤・遅刻・早退・私用外出などにより所定労働時間の全部又は一 

     部を休業した場合においては、その休業した時間に対応する基本給 

     及び諸手当又は月額給与は支給しない。 

 

（計算の端数処理） 

基本給＋諸手当 

賃金計算期間の暦日数 

賃金計算期間における 

在籍暦日数 

月額給与（年俸額の１２分の１） 

賃金計算期間の暦日数 

賃金計算期間における 

在籍暦日数 
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第９条  賃金計算において生じる端数の処理は、次のとおりとする。 

  （１）円未満の端数は四捨五入する。 

  （２）欠勤、遅刻等の不就労時間の計算は、当該賃金計算期間において時 

     間数を合計し、３０分未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。 

  （３）時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当の計算は、当該賃金 

     計算期間において各々時間数を合計し、３０分未満の端数がある場 

     合はこれを切り捨て、それ以上の端数がある場合はこれを１時間に 

     切り上げる。 

 

（休職者の賃金） 

第１０条 規則第１１条により休職を命ぜられた期間に対する基本給及び諸手 

     当又は月額給与は支給しない。 

 

（特別休暇等の賃金） 

第１１条 規則第３６条で定める年次有給休暇、第３８条の夏期休暇、第３９ 

     条の特別休暇及び第４７条で定める裁判員休暇についてはこれを出 

     勤したものとして取り扱い、通常の賃金を支給する。 

  ２  規則第４０条から第４６条及び第４８条に定める休暇、対象時間及 

     び休業期間については、無給とする。 

  ３  規則第４１条２に定める休暇については、基本給割る所定労働日数 

     に付き算出した 1日当たりの額の７割を支給する。 

 

（時間外勤務手当の計算） 

第１２条 時間外勤務手当は、次の計算によって支給する。但し、会社が時間 

     外勤務を命じた場合に限るものとする。 

 

                ×１．２５  ×時間外勤務時間数 

 

  ２  前項の定めにかかわらず、一賃金計算期間の時間外勤務時間数と所 

     定休日勤務時間数の合計が６０時間を超過した場合は、超過した金 

     額につき次の計算によって支給する。 

 

                ×１．５  ×時間外勤務時間数 

基本給または月額給与 

１ヶ月の平均所定労働時間 

基本給または月額給与 

１ヶ月の平均所定労働時間 
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  ３  年俸制賃金の対象者の時間外手当は、各人ごとの年俸契約において 

     毎月予定される時間外労働の時間を含む契約とした場合は、特段の 

     指示をした場合を除き、原則として第２項の定めは適用しない。 

 

（休日勤務手当の計算） 

第１３条 休日勤務手当は、次の計算によって支給する。但し、会社が休日勤 

     務を命じた場合に限るものとする。 

  （１）法定休日の場合 

 

                ×１．３５  ×休日勤務時間数 

 

  （２）所定休日の場合 

 

                ×１．２５  ×所定休日勤務時間数 

 

  ２  前項第２号の場合において、一賃金計算期間の時間外勤務時間数と 

     所定休日勤務時間数の合計が６０時間を超過した場合は、超過した 

     時間につき次の計算によって支給する。 

 

                ×１．５  ×所定休日勤務時間数 

 

（深夜勤務手当の計算） 

第１４条 深夜勤務手当は、次の計算によって支給する。 

 

                ×０．２５  ×深夜勤務時間数 

 

（適用除外） 

第１５条 第１２条、第１３条の規定は労働基準法第４１条第２号に該当する 

     管理・監督の地位にあるものには適用しない。また、採用労働の対 

     象者には第１２条の規定は適用しない。 

 

 

基本給または月額給与 

１ヶ月の平均所定労働時間 

基本給または月額給与 

１ヶ月の平均所定労働時間 

基本給または月額給与 

１ヶ月の平均所定労働時間 

基本給または月額給与 

１ヶ月の平均所定労働時間 
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第３章 基本給又は年俸の更改 

 

（基本給又は年俸額の決定） 

第１６条 基本給又は年俸者の年俸額は、各人の職務の内容、能力、経験等を 

     考慮のうえ各人ごとに決定する。 

 

（基本給又は年俸額の決定） 

第１７条 月給者の基本給の更改は、原則として毎年４月１日に会社の業績及 

     び個人の勤務成績（能力・成果・勤務態度等）を評価し、更改する。 

  ２  年俸者の年俸の改定は、原則として年俸契約満了日の１ヶ月前まで 

     に行う。年俸更改は会社と職員が個別に面接を行い、年度の評価と 

     次年度の業務内容、役割等について確認を行ったうえで、新たに賃 

     金契約を締結することにより決定する。 

  ３  前項の評価については、次の事項について評価する。 

  （１）会社の業績 

  （２）個人の勤務成績（能力・成果・勤務態度等） 

 

 

第４章 諸手当 

 

（職員諸手当） 

第１８条 職員諸手当は以下の通りとし、その支給要件及び支給金額は別表に

よって支給する。 

  （１）時間外勤務手当・休日勤務手当・深夜勤務手当は、会社が業務上の 

     都合により時間外勤務、休日勤務及び深夜勤務を命じ、命ぜられた 

     職員が実際に勤務を行った場合に第１２条から第１４条に定める計 

     算式を使って当該手当を算出し支給する。 

  （２）役職手当は別表に定める金額を当該条件に当てはまる職員に支給す 

     る。 

  （３）資格手当は別表に定める金額を当該条件に当てはまる職員に支給す 
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     る。 

  ２  諸手当の基準及び内容については別表にて別に定める。 

 

（処遇改善） 

第 19条 福祉・介護職員処遇改善に基づき、処遇改善手当は毎月以下の基準に 

     て算定し支給する。 

（交付額『処遇改善の加算段階と加算率によって請求した額』－１０万円）÷

全労働者（サービス管理責任者除く）の稼働日数の合計×各個人の稼働日数 

 

以下法人の職員等に対し支給についての必要な事項を定めるものと

する。 

  （１）支給対象者は、正職員又は臨時職員（週 35時間以上の労働時間を超 

         える常勤及びそれを下回る非常勤職員問わず）、処遇改善対象の職員 

     を対象とする。  

  （２）支給額については、処遇改善額の見込の変動が予想されることから、 

         適時見直しを行う事ができる。 その場合は個別に本人に通知する。 

   （３）月次の支給については、毎月の給与支給に手当として支給する。 

  （４）一時金として、賞与もしくは一時金として支給する場合がある。 

   （５）処遇改善の支給は、給与もしくは賞与支給日に在籍している者を対象 

      とする。 

  （６）処遇改善に合わせて、法人独自の賃金改善を行うものとする。 

     毎月、激変緩和手当を支給する場合がある。 

 

        激変緩和手当は以下の通り支給する。 

利用者の人数（B型基準） 支給額 

10人以下 40,000円 

10～20 30,000円 

20～30 20,000円 

30人以上 支給なし 

 

 （７）ベースアップ加算交付金は、福祉職員とその他の職員のそれぞれに、     

    ついて、賃金改善の見込額の 3分の２以上が、基本給等（毎月支払わ 
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    れる手当等）の引上げに充てられものとしなければならない。 

 

第５章 賞与 

 

第２０条 賞与は、原則として毎月７月及び１２月に会社の業績に応じて支給 

     する。但し、会社の業績の著しい低下、その他やむを得ない事情が 

     ある場合には支給しないことがある。 

 

（賞与の算定期間） 

第２１条 賞与の算定期間は、次のとおりとする 

７月 １月１日〜６月３０日 

１２月 ７月１日〜１２月３１日 

 

（賞与の算定基準） 

第２２条 賞与の算定基準は、当該算定期間におけるその者の勤務成績・出勤 

     率・貢献度等を総合的に勘案のうえ各人ごとに支給決定する。 

 

（賞与の支給条件） 

第２３条 賞与の支給条件は、算定対象期間の全期間を勤務した者を対象とす 

     る。 

  ２  賞与は、支給日当日に在籍している者を対象として支給する。 

 

附則 

 

（施行期日） 

第２４条 本規程は、平成２５年４月１日より施行する。 

     平成２６年１月１６日改訂 

     令和 ４年 4月 1日改訂 

     令和 ５年１２月１日改訂 

     令和 ６年４月 1日改訂 


